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財
政
學
の
分
野
に
ケ
ィ
ン
ズ
理
論
が
浸
透
乙
、
現
代
の
財
政
學
の
傾
：向
は
英
‘
米
の
財
政
學
を
主
流
と
す
る
。
英
國
に
於
け
る
新
し
い 

財
政
學
の
典
型
的
形
態
ば
，ヒ
ッ
ク
スc
u
,
K
.
.
H
i
c
k
s
y

の
.r

財
政
學
I—
C
一
九
四
七
年
、
改
訂
版
一
九
五
一
.年
.

y

で
あ
る
。
来
國
に
於
て
は
サ
マ 

ア
ス
、
.「

財
政
と
國
民
所
得」

Somers, 
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 E
l
ion,. 1954) ：

で
あ
ら
5
0:'
:
'
.
_

ヒ
ッ
ク
ス：

の
財
政
學
は
巽
.'
肥
後
兩
教
授
：の
共
譯
が
刊
行 

:さ
れ
て
い
る
”
ま
た
ブ
ラ
ゥ
ン
.リ
ー
、
.ァ
.レ
シ
の
，-1
財
政
の
經
濟
學」

ム
は
近
べ
永
由
淸
博
士
.の
監
_
が
刊
行
.さ
れ
る
0
.
:
こ
：の
兩
書
は
英
衆 

の
最
も
新
じ
い
^
政
學
で
あ
る
か
ら
ノ
財
政
學
に
關
心
を
持
つ
人
タ
め
必
ず
潰
む
べ
き
嘗
物
で
あ
る
。
.-'
.
. 
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u
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B
ッ
ク
ス
敎
授
は
.一
九
五
三
年
>-
ヶ
ル
ン
大
學
の
招
き
を
雙
け
.て
、
そ
の
講
演
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t
e
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洚
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と
し
：て
刊
冇
さ
：れ
.た
。
私
は
昨
年
こ
め
書
を
見
て
、
..四
〇
頁
ば
か
り
の
小
I*
.子
で
は

:

.
ヒ
ッ
ク
.ス
.の
.
-1
厚
生
國
家
に
於
け
る
；租
銳
政
策」
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あ
る
が
ヒ

ッ

ク

ス
の
考
へ
'を
端
的
に
示
し
て
い
る
所
も
あ
名
し
、
ヒ
ッ

ク

ス

の

「

.財
政
學」

とBritish 

Public 

F
i
n
a
n
c
e
s

 (1954) 

を
見
な
が
ら
こ
の
書
を
讀
む
の
も
參
考
に
.な
る
と
思
つ
て
、
私
の
指
導
す
る
大
學
院
の
學
生
諸
君
に
見
せ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
人
の
長 

谷
山
君
が
こ
の
：書
物
を
全
_
し
て
私
に
提
出
し
た
。
.私
は
そ
の
譯
文
を
資
料
に
し
て
こ
こ
に
.そ
の
要
旨
を
記
し
た
'の
で
あ
る
。.

.:
從
てY
資
料
作
成
#
は
長
谷
山
崇
彥
君
で
あ
る
。
t
oし
私
が
：隨
意
に
'取
捨
し
加
筆
し
#
の
で
あ
る
か
ら
：一
切
の
責
任
は
私
に
あ
る
。

\
ヒ
'ッ
W
ス
は
そ
o'「

趴
政
學
1—
に
於
て
、
，_
^.
活
動
の
ホ
*
め
領
域
に
胃
す
る
槪
念
は
ニ
の
重
耍
な
方
向
に
擴
張
し
て
行
か
な
け
れ
ば 

.な
ら
な
い
^
!

K

つ
で
い
る
。
：そ
の
徵
1
は
、
.す
べ
て
の
.國
民
が
主
要
な
生
版
必
需
物
資—

各
人
の
要
求
に
應
ず
?>
.に
充
分
且
つ
適
正
な
食 

糚

•
.

住
宅
>
保
健
施
設
•
敎
育
施
設
丨
を
亨
け
得
る
や
夕
に
保
障
す
る
の
が
國
家
の
仕
事
だ
と
い

ふ
考
へ
方
が
急
速
に
認
め
ら
れ
つ
つ
あ 

s

o

Mニ
に
、
現
在
國
家
の
最
高
義
務
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
、と

は
、
經
濟
的
資
源
の
許
す
.限
り
.、
經
濟
活
動
お^

5
6

社
會
福
祉
の
最
高
水 

準
を
確
保
す
る
と
と
で
あ
る
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こ
れ
ら
は
い
，づ
れ
も「

厚
生
國
家」

の
要
求
で
あ
る
が
、
こ
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.要

.求
を
充
た
し
^
厚
生
倒
家
た
ら
ぅ
と
す
る
英
國
の
經
傭
に
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.そ
の
要
求
が
い
|

隹̂
稅
政
策
に
現
は
れ
て
い
る
か
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れ
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英
國
に
於
.て
.
.は
、
課
税
に
與
え
ら
.れ
.て
い
る
役
割
に
關
す
る
.觀
念
が
大
ぎ
く
變
化
し
て
い
る
。
こ
の
變
化
が
生
じ
た
の
は
一
九
三
◦
年

代
に
遡
る
が
、
'充
分
に
認
識
さ
れ
る
や
ぅ
に
な
つ
た
の
は
第
二
次
大
戰
以
後
の
ご
：と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
變
化
は
殆
ど
革
命
と
も
沄

ふ
べ
き
性
質
を
持
つ
、ほ
ど
の
激
變
で
あ
.る
0
そ
の
內
容
を
紙
栝
的
に
¥
へ
ば
、
瞥
て
は
租
税
は
收
入
’を
調
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の

み
考
へ
ら
れ
て
い
た
。
今
日
に
於
て
も
な
ほ
租
税
は
通
常
は
收
入
調
達
の
手
段
と
し
て
役
立
つ
て
は
い
る
が
、
.し
か
も
課
稅
は
決
し
て
こ

.

.
の
見
地(

收
入
.調
達
の
見
地)

の
み
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
て
は
い
な
い
。
個
々
の
租
稅
と
し
て
も
、
ま
た
一
曆
正
確
に
沄
つ
て
租
税
制
度
全 

體
と
し
て
も
、

一.

'

層
廣
い
目
的
に
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
い
る
。

.：
 

.‘

 

.ノ
と
こ
で
ヒ
ッ
ク
ス

.は
粗
稅
政
策
の
ご
，の
目
的
を
示
し
て
い
る
。
'

:
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:

:ス
づ
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ゾ

^

 

-

 

㈠
は
、
输
盤
的
I

景
氣
對
策
的
財
政
政
策
の
手
段
と
な
る
，こ
と
で
.あ
る
。
そ
れ
は
主
.と
し
て
ィ
ン
フ
レ
防
止
の
手
段
と
な
る
。
不
況 

期
に
.於
て
は
、
減
銳
も
景
氣
を
刺
戟
す
^
手
段
と
し
.て
の
役
割
を
持
ぢ
得
る
が
、

.

_

助
金
の
手
段
を
用
ひ
る
方
が
簡
單
で
あ
る
。
補
助
金

は
負
^
'課
税
と
見
て
よ
い
'0— 

.

;
 

.

.
 

'

 

f

C

從
て
、
ヒ
ッ
ク
.'ス
.は
不
況
期
I
低
位
の
不
完
全
雇
用
め
狀
態
.に
あ
る
場
合
に
經
濟
水
準
を
高
め
る
た
め
に
は
、
減
税
を
行
ふ
よ
り
も
、
 

職
稅
を
行
は
ず
し
て
補
助
金
を
.增
加
し
た
方
が
效
果
丨(

限
界
效
果〕

.
が
强
い
と
い
：つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。〕

S

は
、
所
得
再
分
配
の
手
段
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の

再
分
配
は
大
所
有
者
か
ら
小
所
有
者
へ
の
再
分
配
、
.或
.は
個
人
と
家
族
と
の 

聞
の
苒
分
配
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
大
な
る
意
義
は
富
者
の
階
層
か
ら
貧
者
の
階
層
へ
の
購
質
力
の
轉
換
に
あ
る
。

9 

,
 

t

'課
稅
の
柱
務
に
關
す
る
こ
の
觀
念
の
變
化
は
勿
論
英
本
國
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
米
國
、
若
干
の
西
歐
諸
國
及
び
英
帝
國
に
屬 

す
る
諸
國
に
於
て
も
見
る
所
で
あ
る
。
ヒ
ッ
タ
ズ
は
い
が
な
る
國
々
に
於
て
も
英
本
國
に
於
け
る
.ほ
ど
に
根
本
的
な
變
化
は
な
い
が
、
そ 

れ
は
一：

部
は
英
國
办
.優
れ
た
組
織
的
な
租
税
行
政
に
よ
つ
て
政
策
の
遂
行
が
實
效
を
擧
げ
て
い
る
こ
と
に
因
る
.も
.の
で
あ
ら
ぅ
と
い
ふ
。

ヒ
ッ
ク
ス
は
、：
系
統
立
つ
だ
經
濟
政
策
本
は
中
央
の
指
導
に
よ
る
一
致
し
た
行
動
が
渠
的
に
必
須
の
條
件
で
あ
る
と
い
ふ
ハ
財
政
學
、
 

P
.

贫

邦

譯

5

-5
厚
生
國
家
の
©

政̂
策
を
效
果g

な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、

中
央
指
導
的
文
は
集
中
的
な
租
税
制
度
を
降
つ
こ

と
.が
必
要
に
な
る
0
.
r
:

.

'
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ゎ.

.

h
ッ
ク
ス
は
課
税
の
變
化
を
'理
解
さ
：せ
る
た
め
に
、

'

 

英
國
の
粗
稅
制
度
の
'概
要
-

^

中
央
集
中
^
の
傾
向
を
述
べ
.る
。

•

'

.
ヒ
ッ
ク
ス
.：の> 「

厚
生
國
家
に
於
け
る
祖
税
政
策」

：
に
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て

.
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;へ
す
べ
て
の
租
税
は
、

-:
の
例
外
.を
滎

い

，て
、
.：平
央
政
府
に
流
入
す
る
が
、

殆
ど
す
ベ
.て
；の
租
税
が 
一

j .Q

機
關
：(D

e
p
a
r
t
m
e
n
t
: of In-

.

.
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n
d

 E
x
c
i
s
e
)

に
よ
つ
て
徵
收
さ
れ
て
い
る
。
地
方
官
廳
に
直
接
に
徵
收
さ
れ
る
唯
一
の 

.租
税
は
、
土
•地
V

建
物
の
'«
貸
料
.を
課
稅
標
準
と
ず
る
m -
税
.
.へLo

&
l

 .Rate
.
=

地
方
税 >

 

で
あ
る
。
粗
稅
制
度
の
構
造
變
化
に
於
け
る 

顯
著
なS
實
は
、
こ
の
祂
方
稅
0'
童
要
性
が
益
.々
減
少
し
、
そ
れ
に
對
し
て
中
央
政
府
の
地
方
團
.體
‘交
付
金
の
.重
耍
性
が
.增
大
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
.こ
れ
.に
因
つ
て
財
政
政
策
の
集
中
化
が
增
大
b
て
、
財
政
政
策
め
統
一
.性
と
計
晝
性
に
役
立
'
.つ
こ
と
に
な
り
、
景
氣
政
策

,
.
.
.
. 

■ 

.

.

.

.

.

.

の
^
的
、
或
は
听
得
及
び
財
產
の
苒
分
配
の
目
的
の
た
め
.に
.、
.財
政
政
策
の
介
入
が
重
要
な
問
題
と
な
る
が
、
.
こ
の
財
政
の
集
中
化
の
增

-.

.
 

•
 

..
 

.

. 

.
 

- 

..
 

-

大
と

い

ふ
- -

と
.

ば
，地
方
自
治
を
犠
牲
と
：し
て
行
：は
れ
：て
い
る
の
で
あ
る
。

.

•英
國
の
粗
税
制
度
に
於
て
、
こ
れ
..ら
の
租
ま
の
ほ
如
に
、
唯
一
の
貪
擔
と
な
る
%-
の
は
'、
勞
働
者
と
雇
主
の
支
狒
ふ
社
會
保
險
掛
金
で

あ
る
。
こ

の

社

.#
保
險
掛
金
パ
負
擔
金)

を
租
税
と
認
め
な
，い
#
が
あ
る
が
、
ヒ

.ッ
ク
ス
は
こ
れ
は
事
實
上
に
於
て
强
制
公
課
で
あ
り
、
そ 

•
. 

. 

.

の
赋
課
額
は
保
險
數
學
的
根
據
に
.基
い
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
社
會
保
險
掛
金
收
入
額
は
一
般
的
財
政
政
策
的
目
的
に
も 

役
立
ち
、
：.
.少
く
と
も
經
濟
的
見
地
.か
ら
す
れ
ば
租
稅
に
他
な
ら
な
い
と
い
ふ
。

.

.

(

附
記
、
社
會
保
險
の
强
制
負
擔
金
ハ
掛
金)

が
、
'

社
會
保
障
税
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
.一
，般
稅
で
は
な
く
と
も

- 

. 

■ 

•
. 

.

.

.

目
胸
税
で
あ
る
：と
明
示
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

)
' 

.

英
國
の
租
税
制
度
に
於
て
、：
財
產
に
對
す
る
課
税
は
、
.
相
續
に
際
し
て
そ
の
相
續
財
產
總
額
に
課
税
さ
れ
る
高
度
に
梁
進
的
な
遺
產
税 

だ
け
.で
あ
る
'。
或
種
の
財
產
讓
渡
が
累
進
的
所
得
稅
■

(

附
加
所
得
稅).
を
課
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
，の
を
別
と
し
て
、
遺
產
稅
の
ほ
か
に
は 

財
產
額
に
對
す
る
租
税
は
な
い
。

.
:
' .

'

(

附
記
、
'英
國
で
.は
遺
產
税
で
あ
り
日
本
で
は
相
續
取
得
税
で
あ
る
が
、
財
產
を
税
源
と
す
る
租
税
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
■
日
本
の
親
行
税
制
に
.つ
い
て
も
一
！

f

へ
る
こ
と
で
あ
.る
。
但
し
、
ヒ
ッ
ク
ス
の
說
明
の
や
ぅ
に
財
產
額
に
對
す
る
と
い
ふ
こ
と
ば
課
稅 

標
寧
の
意
味
で
は
な
い
。
税
源
の
問
題
で
あ
る
。〕 

：

：

個
人
に
對
す
る
所
得
税
.
财
產
稅
は
高
度
に
漯
進
的
で
あ
る
が
、
會
社
の
年
收
ー
益
お
對
す
る
所
得
税
ゝ
利
撋
税
は
此
佩
税
で
あ
る
。
消 

費
稅
ノ
支
出
税
に
ひ
ト
て
税
率
に
漯
進
的
要
素
を
加
へ
や
ぅ
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
が
ゝ
/全
觀
と
し
て
見
れ
ば
そ
れ
ら
の
粗
税
の
負
擔
. 

は
依
然
と
し
て
逆
痕
的
で
あ
るー

所
得
の
增
加
に
對
し
，て
負
擔
の
割
合
が
低
く
な
O'
て
い
る
。
港
干
の
_

に
つ
い
て
は
、.
所
得
階
皿
の
. 

比
較
的
に
低
い
點
か
ち
消
費
量
が
實
際
に
變
化
し
な
い
'か
ら
、富
裕
者
層
に
對
す
る
負
擔
の
效
果
は
微
々
た
る
も
の
に
減
-/
>
_し
て
し
ま
ふ
。
 

英
國
の
租
税
負
檐
總
額
の
增
加
と
、「

所
得•

財
產
税J

と

「

消
費

•，支
出
税J

.

の
重
要
.な
も
：の
を
示
し
て
租
税
權
造
の
變
化
を
見
る
。

國
税
+
地
方
税
の
紐
額
と
.
' 

國
民
所
得
と
の
比
率
.

(

但
し
社
會
保
險
掛：

金
を
除
く)

：

租
税
總
額
に
於
け
る
:-
:

/r
r
得

，
財

產

課

税

收

..
：

入
の
比
.率

酒 瘤 相 利 附 所  

加
草 續 潤 所 得  

得
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.
右
の
：表

に

志

：て
次
の
：ニ
默
が
判
る
0
-
:
'
へ
:

- :

.

へ
.
:

-•
.
'
Hヽ
戰
帶
に
：因
つ
.て
粗
税
負
谵
を
增
大
し
、.
そ
の
負
檐
は
.戰
後
に
於
：て
も
實
質
的
に
殘
つ
て
い
る
。
.し
か
し
、
そ
れ
は
戰
爭
或
は
鞔
爭 

'
後
I

つ
た
結
果
の
，み
に
因
る
.の
.

I
な
く
、
？

い

纖
 

十 

■ 

S

~1
所

-#
.
財
產
税」
'
:の
占
め
る
相
對
的
部
分
が
增
大
，の
：傾
向
を
.苹
し
て
い
る
が
？
こ
^

.

.は
本
質
的
に
は
：

一

時
的
な
戰
爭
.現
.象
.の
.結
果
、で
あ
る
ぃ
へ
と
.の
事
實
は
、
完
全
雇
用
狀
臌
に
於
け
る
所
得
の
增
大
と
イ
ン
フ
レ
傾
向
が
働
い 

.
て
い
る
が
、
.そ
*の
主
た
'る
部
分
：は
税
_
の
引
.上
げ

を

則

と

し

.て

ゝ

新

に

附

加

さ

.れ
た
超
過
利
潤
税
に
歸
因
す
る
。
こ
の
，超
過
利
潤
税
或
は 

.次
の
新
し
い
戰
爭
に
對
す
る
懸
念
.な
ど
が
'、.
’ニ
九
五
0;
年
か
ら
五
ニ
'年
に
直
接
税
.<
0
割
合
を
%
大
さ
せ
た
原
因
で
.あ
つ
た
0 

:
所
得
税
め
與
進
課
税
は
、
前
大
戰
中
に
は
そ
の
最
高
税
率
淡
總
所
樣
額
の
九
七
％
に
達
し
.た
。

こ

の

税

率

に

ょ

つ

て

、

納
，稅

||
-
務
莕
に 

.
,殘
さ
れ
る
所
得
は
.廣
高
の
場
合
が
七
千
磅
程
度
に
制
.阪
さ
れ
る
^
と
：に
：な

り

、

そ

れ

を

超

ぇ

る

も

の

.は
殆

ど

.全

部

が

所

得

税

と

し

て

國

茆 

:

.に
入
る
こ
と
に
な
つ
た
。
■一.九
?；
ニ

ー

四

年

に

は

最

高

所

得

層

の

實

效

税

率

は

八

七

％

と

な

つ

て

い

る

。

未

分

配

利

潤

に

つ

..い

て

所

得

税 

法
人
税
と
を
合
せ
ズ
、.
平
均
し
て
六
式
％
に
な
.つ
て
.い
る
0 . 

.
/

英
國
の
消
費
税
制
度
の
特
徵
は
比
較
的
少
數
.の
租
税
ら
集
中
し
て
、

そ
の
租
税
が
非
常
に
高
い
'こ
と
で
あ
る
。
現
在

:'「

消
費
、
支
出 

税

*«
-
-收
入
の
約
六
〇
％
は
次
の
三
税——

(

1
:
>煙
草
税

9.〕

酒
精
飲
料
稅(

3〕

購
質
税
で
あ
る
。

c
l)

煙
草
税
は
他
の
消
費
税 

の
約
一
；

一

倍

の

收

入

を

得

て

い

る

。

.(

2)

酒

精

飲

料

税

とC
3
V購

賈

税(F
u
r
c
h
i
'
T
a
x
>

と
'は

ほ

ぼ

同

額

に

近

い

收

入

を

あ

げ

て

い

H
田
學
會
雜
！

1

:
:第
四

十

八

發

，
隼
三

號

.

.'

，職
，
-.
賀

:

#
;,
■
.
■
■.

S 

;
マ
'「

U
T
:

序

社
會
保
險
褂
金
.
.:
.
:
:
'
'ー0
九

る
。
購
貿
稅
は
新
上
い
租
税
で
あ
っ
て
、
戰
爭
の
始
期
：

(

ニ
九
四O

年
度)

.に
採
用
さ
れ
た
。
.こ
れ
は
多
數
の
高
價
な
消
費
貨
物
に
っ
い
て. 

卸
賣
段
で
，：税
さ
れ
る
。
他
の
國
々
の
取
引
税
貨
上

8

と
比
較
す
る
と
、
そ
の
税
率
は
特
に
高
く
、
若
干
の
貨
物
に
っ
い
て
は
一 

〇
〇
％
に
達
す
る
。(

今
後
、
商
品
の
種
類
に
從
て
税
率
をU,

一
段
階c

七
瓦
％
、
五
0
%
、
. :

二
五
.％)

に
引
下
げ
る
.こ
と
に
.な
ら
う
。〕

, 

.

戰
前
と
比
較
し
て
消
赀
税
制
度
に
於
け
る
著
し
い
構
造
上
の
變
化
は
煙
草
製
品
の
課
稅
收
A
の
非
常
な
增
大
に
在
る
。.(」

丸1
1
X

年
度

八
四
百
萵
磅
か
ら
ー
九
.五一

年
度
.に
は
六
〇
四
西
萬
磅
に
增
加
し
て
い
る)

明
か
に
、
租
税
を
高
く
し
て
も
英
國
人
の
煙
草
消
费(

喫
煙)

を
阻
止

. 

■ 

. 

■ 

- 

. 

• 
■
.

す
る
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
。
こ
の
煙
萆
稅
が
急
激
に
增
大
し
、
.新
し
い
購
買
税
が
大
き
な
役
割
を
持
っ
や
う
に
な
っ
た
こ
と

は
決
し
て 

..偶
然
な
こ
と
で
は
な
.い
。
'.
.
.そ
れ
ら
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
シ
に
對
扰
す
る
た
め
の
_
爭
と
不
可
分
の
も
.の
で
あ
'る
。
そ
の
需
要
が
殆
ど
全
く 

.
彈
ヵ
性
を
缺
'い
'て
い
る
ど
と
か
ら
見
て
、
煙
萆
税
は
消
費
者
に
對
す
る
綜
合
的
な
課
稅
と
.同
じ
效
果
を
持
っ■

>"

い
る
。

煙
草
'税

は

專

ら

所 

:

得
狀
態
に
效
果
に
與
え
て
、
決
し
て
代
用
財
に
負
擔
を
移
し
て
租
税
同
.避
の
作
用
を
生
ず
る
や
う
な
こ
と
の
な
い
殆
ど「

理
想
的」

な
租 

.税
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
煙
草
税
.は
大
量
喫
煙
者
か
ら
小
量
喫
煙
者
或
は
非
煙
喫
者
に
對
す
る
所
得
の
稗
分
配
の
作
用
を
持
っ
だ
け
で
あ
‘ 

る
か
ら
、
所
得
再
分
配
に
望
ま
し
か
ら
ざ
る
效
果
を
坐
ず
る
；卜
と
が
な
い
：0
英
國
の
煙
草
税
は
イ
ンK

レ
ー
シ
ョ
ン
に
對
す
る
理
想
的
な 

V

豫
防
手
段
と
な
づ V

 
い
-る
。，

...:.

■

.

■

.'.--..

 

.

.•
'

.

:

購
質
税
はT

九
四
o
年
度
に
消
数
抑
制
の
.た
め
に
新
設
さ
れ
、
イ
ン
.フ
レ
ー
ぶ
ョ
'ン
に
對
す
る
_
爭
に
役
立
っ
た
が
、
家
庭
用
品
の
消 

I

或
程
度
I

げ
.る
結
I

禅
っ
て
い
今
こ

s

i

二
の
長
所
を
持
宅

そ
.の
商
品
の
坐
産
に
高
價
な
原
料
或
は
不
足
原
料
を
要
す
る
も
の
か
ら
需
要
を
他
‘に
轉
換
さ
'せ
る
た
め
に
、
各
種
の
商
品
に
っ
い
て
購
賀

■
 

 ̂
■ 

• 

- 

■ 

■ 

; 

.バ
，..

 

■
■
■ 

- y. 

.

.税
の
.税
率
は
様
.々
：に

變

え

：る

こ

と
.が
出
來
る
。：
㈡
相
互
.に
關
連
あ
な
商
品
或
は
代
替
性
あ
る
商
品
を
廣
く
選
ん
で
低
_
の
課
税
を
行
，ふ
こ 

と
に
.よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
商
^
の
個
々
の
^
の
に
そ
め
全
體
の
粗
税
負
掃
が
加
ね
ら
れ
石
場
合
ょ
り
も
八
そ
の
租
稅
ハ
購
賀
税)

微
收
額 

.
'̂
ッ
-ク
へ
え
の
歲
生
國
家
に
於
け
る
祖
税
政
策
^
に
っ
い
^

'

.

'

■

: 

七

.

(

一
九
一)
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四
十
.八
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：.
第
三
？
 

八
.

(

一
九
5 

が
同
'1
:
.で
あ
っ
1て
も
、
各
人
の
生
活(

享
樂)

に
加
ぇ
ら
れ
る
犠
牲
を
感
ず
る
こ
と
が
少
い
。

て
'
 

尙
ほ
ー
層
に
重
大
な
の
は
、：
所
得
'お
よ
び
利
潤
の
課
税
に
於
け
る
變
化
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
九
四
〇
年
以
来
の
こ

と

で
あ
る
。
個
人 

所
得
親
は
從
齔
よ
：§
4
現
在
は
强
度
に
.麗
進
的
と
な
っ
て
い
る
.が
、
.中
層
.お
よ
び
土
層
階
級
の
祖
税
か
ら
廣
く
大
衆
課
税
と
な
つ
て
‘い 

.
て
：、
多
數
の
週
給
勞
働
者
.を
も
包
含
し
て
い
る
。
:'
こ
の
變
化
に
は
そ
‘の
時
の
迦
給
勞
働
者
お
よ
び
週
給
俸
給
#
が
ら
租
稅
を
按
除
す
る
と 

■'
い
ふ
、
.新
し
.い
.徵
税
方
法
を
鄭
つ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
英
國
で
は
',
.

P
a
y

 

as you. e
a
r
n

コC
P
,
A
.
T
,
.
E
)

 

s
y
s
t
e
m
.

と 
一

K

は
れ
て

.

い

る

が

、

賃

銀

，所

得

税

の

納

税

義

務

者

と

國

庫

と
が
常
に
密
接
に
結
び
っ
い
て
、
そ
の
時
々
の
賃
銀
課
税
の
調
盤
が
行
は
れ
る
こ

と

に
あ

•

 

.

 

•

 

.

.

.

.

.

. 

•.

.る
。
こ
の
方
法
も
決
し
：て
理
想
的
な
も
の
と
は
云
.へ
.な
い
が
、

一
般
的
に
云
っ
て
、
賃
銀
の
支
拂
に
對
す
る
實
銀
課
税
の
時
間
的
な
適
應

性
を
‘改
善
す
る
こ
と
は
ノ
補
整
的
財
政
政
策
に
と
っ
て

補
助
手
段
と
な
る
。
，

.こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
租
税
の
支
拂
が
國
民
所
得
の
.變
動
に
從

.て
實
際
に
.

「

時
の
遲
れ」

な
く
直
接
に
結
び
0
い
.て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
''
:

.

，
 

/ 

- 

.

.利
潤
課
税
の
分
野
で
、
戰
後
に
一
.の
興
味
あ
る
試
み
が
：行
は
れ
.た
が
、
：そ
れ
は
高
い
課
稅
率
を
持
續
し
な
が
ら
產
業
の
追
加
投
資
を
刺

戟
<
3や
ぅ
と
す
-^
こ
上
に
ー
.歸
す
る
。
こ
れ
は
次
の
や
ぅ
に
.行
は
れ
た
0

•

'

 

•

- 

- 

: 

.

■
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H

會
社
利
濶
の
課
稅
に
於
て
、
企
業
內
に
保
留
さ
れ
る
未
分
配
利
潤
に
對
す
る
課
税
よ
り
も
、
.社
外
配
當
さ
れ
る
利
潤
に
對
す
る
課
. 

.
税
を
相
當
に
高
く
す
る
:0
そ
.の
.ほ
か
に
、
利
澗
課
税
に
於
.て
も
租
税
は
前
年
度
の
收
益
か
ら
‘で
は
な
く
當
年
度
の
收
益
か
ら
徵
收
さ
れ
る 

こ
と
に
な
つ

.た
。
,

そ
れ
に
よ
づ
て
國
民
所
得
に
對
す
る
課
税
の
時
間
的
な
適
應
性
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

-

S

新
設
備
投
資
を
行
.っ
た
場
合
に
減
價
償
却
の
比
‘率
を
高
^
る
制
度
に
よ
.っ
て
|€
に
投
資
が
刺
戟
：さ
れ
る
。
機
械
の
耐
用
期
間
の
第 

.

一

年

度

に

減

價

償

却

總

額

：の

0
0
%

を

(

霧
年
間
に
四
〇
％

も

)

償

却

し

得

る

，
こ

と

.に
な
つ
た
。
長
期
的
に
見
れ
ば
こ
れ
に
よ
つ
て
追
加
的 

.

な
課
稅
の
輕
減
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
な
：い
が
？
こ
の
滅
價
償
却
の
宥
恕
措
置
.は
そ
の
資
本
設
備
の
耐
久
期
間
中
は
無
利
子
の
債
務
を
示
す

.こ
と
、
に

な

り

、
'
廣
汎
な
投
資
計
蕺
1

行
す
る
場
合
に
は
租
税
の
負
擔
が
多
年
.に
亘
っ
て
猶
豫
さ
れ
る
と
い
ふ
結
果
.に
な
り
得
る
。
こ
の 

加
速
度
減
價
償
却
の
制
度
は
、
.若
し
と
の
制
度
が
な
く
て
戰
前
の
調

達

，價
額
を
基
礎
と
す
る
不
充
分
な
減
價
償
却
の
結
果
と
し
て
生
じ
得 

る
や
う
な
、
資
本
維
持
の
困
難
を
克
：服
す
る
こ

と
に
：も
貢
献
す
る
で

あ

ち

う

。
；こ
の
^

罾
に
對
し
て
諸
企
蓁
は
著
し
く
好
意
を
示
し
て
い

;
 

へ
，
.
.
.
.
テ
ム
ボ

石
が
、

.吾
々
は
こ
の
.や
う
に
..し
て
投
資
め
速
度
を
統
制
す
’る
新
し
い
方
法
を
發
見
し
た
と
い
ふ
こ
と
も
出
來
や
う
。
..

.

.こ

.れ
ら
の
輕
減
措J

T

か
t
 

.
に
も
拘
は
ら
1-
、
强
固
•
煺
全
な
經
濟
に
と
っ
て
は
、
英
國
.の
租
稅
は
高
き
に
失
し
て
い
る
こ
と
は
殆
ど
. 

.疑

問

の

餘

地

が

な

い
◊
:英
國
.の
粗
税
は
戰
爭
以
来
多
く
の
理
由
に
ょ
っ
で
こ
の
異
常
に
高
い
狀
態
を
續
时
て
い
る
0
そ
の
理
由
は
、
㈠
ィ

. 

シ
フ
レ
ー
シ
ョ

.ン
に
對
す
る
_
爭

(

ー
九
21
‘ー‘年
十
ー
月
ま
.で
は
貨
幣
政
策
は
こ
の
'對
ィ
ン
フ
レ
.丨
シ
ョ
ン
_
爭
.に
參
加
し
得
な
か
っ
た
マ
㈡
勞
«

M 

政
府
に
ょ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
や
う
な
社
會
計
靈
奚
大
軍
備
.の
經
費
で

I

ヴm
、

ヒ
ッ
ダ
ス
は

.財
政
學(

邦
譯 
一
I

で
、
 

公
共
支
出
の
：5
ち
で
.、
經
濟
水
準
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
、
軍
事
費
が
最
も
敬
力
な
要
因
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
い
っ
て
•い
る
. 

の
が
法
目
さ
れ
る〕

。
し
か
-L
、
，
所

得

税

も

消

費

稅
'%
實
質
'的
に
輕
減
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
希
望
を
持
っ
て
い
る
。
新
豫
箅(

一
丸
五 

三
年
度)

は
總
額
ー
M
八
七
九
〇
蟹

；ン
ド
の
減
税
を
發
表
し
て
い
る
。

そ
.の
う
ち
ー
ー
0
%.
以
上
は
購
賀
税
の
減
税
で
あ
る
。

こ
の
.租
稅 

.輕

減

：の
總
額
は

 
一

-A
3:
一
ー
年
の»
員
所
得
の
.ー1%:

に
當
る
が
、
ヒ
ッ
タ
ズ
は
そ
こ
に
少
く
と
も
僅
か
な
が
ら
で
も
減
税
へ
の
端
緖
を
見
る 

.
こ

と

が

出

來

や
3
と
い
ふ
。 

-

• 

ニ
財
政
を
通
ず
る
所
得
再
分
配
に
っ

'い
て

'

.

'

:

•
 

; 
.

.

*'
-

、

• 

- 

* 

. 

V 

. 

.

. 

- 

: 

■

 ̂

: 

; 

ニ 

■ ,

.

-
-
.
.
.
.
.
.
.
-
. 

■-■. 

,

:
英
國
で
は
旣
に
古
く
か
ら
所
得
分
配
の
間
題
と
、
所
得
分
配
.に
尉
す
る
炎
共
財
政
の
影
響
、
殊
に
»
得
再
分
配
の
問
題
に
關
す
る
關
心

が
あ
る
が
、

一
九
ー
〇
年
代
に
ゥ
.
.エ>ク
、、フ
夫
妻
が
參
加
し
た
'
1
1
0
7
3
,
1
0
0
8
1
1
1
1
8
8
1

§.
0
1
1

 t
h
e

 P
o
o
r

 L
a
w
s

 

’の
私

動

^

一
九
〇

九

年

•
 

•
+ 

-

'
'ヒ
ッ
ク
.ス
のr

厚
生
國
家
に
於
け
る
租
税
敗
策」

.に
っ
い
て 

：

.

•

.九
'
.
.

(

：一
九
三)



:1 

一
|田
學
會
雑
誌
.'
'
第
'四
十
<
卷
..：：第
三
號
.-
'人
：

.

.

.
'-
;
-
^
^
^
 ̂
..
■■
•:
..
.
V
:
.
-
.

:-
:.
ー
〇
. (

■:九
四)

, 

办
§

報
吿
に
よ
っV

所
得
分
配
問
題
に
對
す
名
關
心
：が
著
し
く
强
'め
ら
れ
た
。
.
.
.
一
八
九
◦
年
代
か
ら
第
一
次
大
戰
義
名
で
賃
銀
收
得

'者
の
狀
態
.は
物
俱
の
麼
貴
の
結
果
と
^
て
明
か
に
絕
ぇ
ず
惡
化
し
で
い
た
こ
と
が
明
か
に
な
づ
た
0 
.
一
 

九
：一
.：〇
.年
代
に
.「

酿
康
保
僉」

•

- -H 

.
.
.

 

< 

- 

• 

. 

-.

「

養
老
年
金」

の
制
鹿
と
：、
.極
く
制
限
さ
れ
太
も
の
.で
は
あ
っ
た
が
.「

失
業
保
險」

'の
制
度
が
實
施
さ
れ
、
ま
た
一
方
で
は
齡^

の
形
態
で
最
初
の
梁f

所
得
税
が
，行
は
：れ
光
。
こ
め
時
期
に
貧
富
の
懸
隔
の
增
大
に
注
意
を
傾
注
し
た
一
ー
の
皿
耍
な
書
物
と
じ
て
、

ヒ

ッ 

ク

ス
.は
、
ダ
ル
ト
ン
の y

s
q
d
a
l
i
t
y

. 

of I
n
c
o
m
e
s

 

と
、
ボ
ゲ
レ
.1
の 

H
a
s

 

p
o<1
(t
>
^
M

d
i
m
i
n
i
s
h
e
d
.
?

を
擧
げ
て
い
る
o

累
進
課
税
は
第T:
次
大
戰
■の
結
果
と
し
て
著
し
く
高
め
ら
れ
、
超
過
所
得
稅
の
免
税
點
は
引
下
げ
ら
れ
、
そ
の
稅
_
は
©1
畠
に
引
き
上 

げ
ら
れ
た
。
'相
續
税
の
銳
率
も
累
進
度
も
著
し
く
高
.め
ら
れ
た
°
.

ー
 

方
に
各
種
の
社
會
給
付
も
引
續
い
て
搬
大
さ
れ
た
が
、
殊
に
一
八
一
一 

〇

年

代

，
三

〇

年

代

の

長

期

失

_
を
願
慮
し
て
社
會
給
付
は
蟥
大
さ
れ
た
。

一
九
一
ー
0
年
代
に
課
税
の
所
得
再
分
配
效
果
に
っ
.い
て
重
要 

な
新
し
い
評
慣
を
明
に
し
た
の
は
コ
ル
ゥ
ィ
ン
.委
員
#
で
あ
つ
たs

e
p
o
r
t

 

of 

C
o
m
m
i
t
t
e
e

 

o
n 

National’D
e
b
t

 a
n
d

 Taxation.

1
9

3
r -
; 

,■.

, 

.

.

.

.

.

.

.

.
 

•、

•
.第
一
一
次
大
戰
期
に
な
っ
て
、

一
九
三
〇
年
代
の
後
半
期
に
っ
い
て
從
前
の
す
ベ
，て
の
研
究
よ
り
も
包
括
的
な
二
の
著
作
が
現
は
れ
た
。
.

■ 

. 

- 

_ 

.

-

、
 

Shirras 

a
n
d

 

Roatas, 

T
h

 
の B

u
r
d
e
n

 

of 

British T
x
a
t
i
o
n

 

と 

B
a
r
n
a
,

 Redistribution I
n
c
o
m
e

c+
^
H
o
d
g
h

 

Public

's'
n
a
n
c
e

で
あ
る
。
ヒ
ッ

#
ス
は
、
財
政
を
通
ず
る
所
得
苒
分
配
の
問
題
の
全
範
圍
に
っ
い
てJ

層
の
研
究
を
進
.め
る
に
は
こ
の

一
1

書
に

依
#
す
る
と
い
ふ
。
し
か
し
、
こ
机
ら
の
研
究
の
持
っ
弱
點
は
地
方
税
.の
所
得
再
分
配
效
果
が
等
閑
に
附
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
缺
陷
を
充
た
さ
ぅ
と
し
た
の
が
、
ヒ
ッ
ク
ス
夫
妻
の

T
h
e

 Incidence of Local nates.in G
r
e
a
t

 B
r
i
t
a
i
n

で
あ
る
。

ヒ
ッ
ク
ス
は
、
そ
の

f

財
政
學J

,

の
第
十
六
章
で「

英
國
に
於
け
る
租
税
お
よ
び
支
出
の
歸
着
I
形
式
的
歸
着
と
實
效
的
歸
着
に
っ
い

て
述
べ
て
い
る
。

•

殊
に」

九
三
七
年
度
に
.於
け
る
英
國
の
所
得
分
布
と
財
政
を
通
ず
る
所
得
再
配
分
效
果
を
示
し
て
い
る
。(

邦
譯
ニ
五
四

I
八
三
頁
、
殊
にU

七 
一

.9
表) 

-

一
九
三
七
年
以
後
、
所
得
再
分
配
の
範
國
は
明
か
に
擴
大
し
て
い
る
0.
こ
の
こ
と
は
、
現
在
で
枕
貨
幣
所
得
が
戰
前
の
一
一
.
一
一
五
倍
に 

增
加
し
た
.の
に
對
し
て
、
公
共
部
門(public 

sec
tor

of economy)-

は
三
‘
五
倍
ぐ
社
會
的
支
识(

食
糧
補
助
金
を
含
め
て

)
は
®.
•
五 

倍
も
擴
大
し
て
，い
る
こ
と
に
ょ
つ
て
も
明
か
'で
あ
る
§>
こ
.の
變
化
を
個
別
的
に
檢
討
す
る
こ
と

は
■極
め
て
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
ら
ぅ
が
、
 

こ
れ
に
關
し
.て
包
括
的
な
硏
.究
がO

x
f
o
r
d

 Institute

. 

of Statistics

に
於
て
着
手
さ
れ
て
、
-ほM

元
了
し
て
い
る
。

こ
の
數
字
糖
果
は
未
だ
利
用
し
得
な
い
が
、'
こ

の

問

證

1
1の
方
向
に
.

1
檢
討
し
得
る
。
:.
ン

' 

.

’

㈠

ニ
五
〇
ポ
ン
ド
未
滿
の
所
得
收
得
者(

ー_丸
ー
/5
年)

丨
現
在
で
は
五
〇
〇
ポ
ン
ド
未
滿
の
所
得
者
|
小
所
得
者
の
狀
態
は
富
者
に 

比
較
し
て
、
高
額
の
世
帶
所
得(

f
amily 

i
g
o
&

)

に
比
し
て
改
善
さ
れ
た
が
。

.

S

特
に
富
裕
#
が
.一
允
三
七
ハ
ヰ
と
比
較
し
て
そ
の
富
裕
狀
態
に
，損
失
を
受
け
て
い
る
か
、
ま
た
貧
者
の
ぅ
ち
の
最
貧
窮
者
の
狀
態
は

ー
九
三
七
年
に
於
け
る
最
貧
紙
者
と
比
_較
し
て
改
善
さ
れ
て
：い
る
か
。
 

, 

.

.
 

,

 

-

 

.

. 

/ 

,
 

..-
 

' .

:

こ
の
第
一
の
間
題
に
.つ
い

，
て

は

；
ヒ
ッ

.ク
ス
は
旣
.に
今
日
の
狀
態
に
於
て
確
定
的
に
云
ひ
得
る
^
い
ふ
。

一
般
的
に
、

一
九
三
七
年
に
は 

所
得
税
は
ニ
五
〇
ボ
ン
ド
を
超
え
.る
所
得
か
ら
支
拂
は
れ
た
が
、)

消
費
税
の
收
入
は
.主
と
：し
て
こ
の
限
界a

 

1五
0
。ホ
'ン
ド)

ょ
り
低
い
家 

族
か
ら
調
.達
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
消
費
税
收
入
の
八
0

%
以
上
に
當
る
と
す
れ
ば
、
.そ
の
課
*
は
強
度
に
逆
進
.的
で
あ
つ
た
こ
と
に
な 

る

。
，
一

九

三

七

年

だ

は

食

料

品

に

對

す

る

粗

税

の

約

.七

.六

-%
は
五
0,
0
ポ
ン
ド
未
滿
の
所
得
收
得
者
に
ょ
つ
て
、
.ま
た
地
方
税
の
七
〇
％ 

も
そ
れ
ら
.の
人
，々
に
ょ
'0
て

支

拂

は

れ

た

。

自

励

車

税

の

，七

0

%
は
所

得

が.五
〇
〇
ポ
ゾ
ド
を
超
克
る
比
較
的
に
.富
裕
な
人
々
に
ょ
つ
て 

支
挪
は
れ
た
が
、
：諸
種
..の
輸
入
關
稅
收
入
と
絹
の
»
税
收
入
は
五
.〇
〇
ポ
ゾ
、ド
来
滿
の
所
得
乾
と
五
0
〇
ポ
ン
ド
を
超
え
る
领
得
者
と
に
：
 

.等
し
く
分
檐
さ
れ
て
い
た
。
斯
く
し
て一:

般
に
、
M
進
的
な
.支
出
課
税
制
度
と
累
進
.猶
：な

所

得

税

制

度

と

を

^

じ

た

め

で
あ
る
。
地
方
税 

ヒ
ッ
ク
ネ
0
.

「

厚
坐
國
家
に
於
け
る
耝
餘
政
策

」

：
に
，つ

い

て.
-.: 

:
:
1
|

.

.

(

一
 
九
S
 

.
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三
田
學
會
雜
誌
第
四
十

A
卷
：
第
兰
號

.

：

'
:

. 

: 

.

':
ー.ニ

.
'(

ー
九
六

)

を
之
に
加
え
る
と
、：
租
税
負
檐
は
.年
額
ー
.
0
0ポ
シ
ド
の
.世
帶
&
得
で
は
約一

六
.%
か
ら
、
年
額
一
〇
萬
ポ
ン
ド
め
世
帶
所
得
に
あ
っ
て

.

 

.

 

-.

 

,

 

圓
 

i 

... 

-

は
九
〇
％
と
な
る
ま
で
广
繼
續
し
ズ
上
昇
し
て
い
た
..
°
.
..
■

,

‘

現

在

に

到

る

支

で

の

最

も

主

要

な

變

化

は

，
、

特

に

國

防

.

0

た
め
の
集
合
的
國
家
給
付
の
膨
脹
に
よ
っ
て
必
要
と
.な
っ
た
租
阋
負
擔
總
額

の
增
大
と
い
ふ
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
第
一
に
は
最
高
所
得
階
曆
と
比
較
し
て
中
所
得
it
に
於
てM

加
"€

#

税

の

累

進

度

が

上

昇

し

た

こ

-

 

.

.

.

.

 

•

 

•

と
'で
あ
る
：(

最
高
所
得
層
で
は
所
得
銳
は
必
然
的
.に
總
所
得
額
に
近
い
も
の
に
な
る
0
第
ー
一
は
、

强

度

'に

累

進

的

な

效

猓

を

持

っ

購

買

税

の

實

施 

.と
、
.：比
例
的
な
ま
た
或
.る
所
得
曆
で
：は
逆
進
的
な
地
方
税
の
一
部
を
廢
除
し
た
こ
ど
で
あ
る
。
購
買
税
は
一
九
三
七
年
に
は
存
在
し
な
か 

っ
た
が
ハ
.一九

20

铝
度
.に
新
設)

現
在
で
は
卿
賀
税
.は
.國
民
所
得
の

」

ニ
% •
の
收
入
を
得
て
い
る
^

國
民
所
得
の

四
％
を
占
め
て
い
た
地
方 

-税
は
減
少
し
て
一
九
四
九
年
に
は
三
％
よ
.り
も

少

べ

な

っ

て

い

る

。

.
：

 

.:
:
:

:

支
出
の
.部
面
に
於
て
は
、
.ー
九
三
七
年
に
は
五
〇
0
ポ
ン
ド
を
超
え
る
へ
所
得
者
に
は
可
分
的
な
|
|
^
の
僅
が
に 

一
％
が
提
供
さ
れ
る
に

■す
ぎ

な

力

っ

た

：が

、

■.現
在
で
は
國
營
株
性
事
業
の
撰
大•

國
營
敎
育
事
業
.の
.擴
張
の
結
果
と
し
て
中
層
階
級
.に
對
し
て
恐
ら
く
そ
の
比
率

:

 

- 

'
 

•

.
 

... 

.

 •
.

 

- 

•

.は
高
く
な
っ
'て
い
る
。
、
一
九
三
七
年
に
可
分
的
給
付
が
所
得
分
配
に
持
っ
著
し
い
特
微
は
、
摘
々
の
低
額
所
得
賢
.

(

所
得 
一
二
五
。ホン
ド
未

- 

、
 

.
•

 

■

 

.
 

-
 

•

 •

滿
の
所
得
層
、
一
ニ
五
丨
ニ
五
〇
。ホ
ン
ド
の
所
得
層
>

 :

ニ
.五
0
丨
五
〇
0
ポ
ン
ド
の
'所
得
#
.
.
の

そ

れ

ぞ

れ

異

る

社

#
的
需
要
に
從
て
提
供
さ
れ
る

;li
t
'

.會
支
出
に
よ
る
給
付
に
全
く
厲
進
性
を
缺
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
，(public Finance, p, 298.:

邦
譯
ニ
六
九
頁
所
載
の
表
を
乐
す
'

)

實
際 

...
に
社
含
和
辱
的
諸
硏
究
は
.
生
活
狄
助
を
.)]
1
ど
し
.2:
>
'
,
.
社

舍
(

保
障)

的
支
出
の
給
付
の
.提
洪
を
最
も
多
く
必
要
と
す
る
家
族
に
與
え
や

ぅ
と
す
る
努
力
が
著
し
く
妨
计
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
實
證
し
て
い
.る
。
例
え
ば
、；

國
家
の
補
助
に
よ
る
住
宅
も
主
と
し
て
賅
所
得
者
の
中
.

.

.

.

. 

• 

■ 

. 

.

.

.

.

. 

• 

,
. 

- 

\ 

:

で
比
較
的
に
馨
の
あ
る
人
々
が
住
ん
：で
い
る
。
I

s

じ
い
请
S

家
補
助
の
I

家
賃
で
V
支
拂
へ
な
い
か
ら
で
I

。

一
九
三
九
年
と
較
べ
て
、
公
共
支
出
の
所
得
稗
分
配
效
果
の
最
も
主
要
な
變
化
は
、
：
食
糧
補
助
金
の
最
も
高
度
§
再

分

配

的

亂

船

、ブ

(

歸
'

着)

で
あ
る
。

こ
れ
は
特
に
最
貧
困
者
の
利
益
に
な

る

。

貧
者
は
そ
の
所
得
の
多
く
の
部
分
を
食
料
に
支
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
食
料

.
 

價
格
を
低
く
す
.る
：こ

と

は

貧

者

に
.と
っ
て
は
各
一
人
當
り
平
等
に
補
助
金
が
.支
挪
は
れ
る
場
合
と
同
様
な
效
果
を
持
っ
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
し
ヒ
ッ
ク
ス
は
、：

戰
後
の
所
得
再
分
配
に
關
し
：

K

廣
く
詳
細
の
：報
告
.を
行
ふ
に
は
、
新
し
い
研
究
の
成
果
が
.現
は
：れ
る
の
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
そ
の
講
演
を
結
ん
で
い
る
。

.
，

•

 

/

 

•
.

 

;

C

補
記
ソ
ヒ
ッ
ク
ス
は
、
現
佝
英
國
に
於
け
る
公
共
經
費
の
^
大——

公
共
部
門
の
#
對
的
お
よ
び
相
對
的
擴
大
は
、
戰
時
な
ど
の
動
搖
期(unquiet 

a
g
e
)

に
於
け
る
國
防
費
の
增
大
を
別
と
す
れ
ば
、
社
會
費
と
經
濟
費——

殊
.に
社
會
费
の
：增
大
を
主
要
原
因
と
す
る
と
い
う
。
.社
#
費
は
一
九
五
0
年
に 

.は
公
共
經
費
の
三
八
％
を
占
.め
、
國
民
所
得
の
一
四
％
に
當
る(

國
防
費
は
國
民
所
得
の
約
七
％
に
當
っ
て
い
る)

。
經
濟
費
は
國
民
所
得
の
再
分
配
を
行
う 

よ
り
は
、
む
し
ろ
主
と
し
て
國
民
所
得
を
高
め
る
こ
と
.を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ッ
ク
ス
は
厚
生
國
家
に
於
て
は
經
濟
費
は
社
會
費
の
次
位
を
占 

め
る
に
す
ぎ
な
い
と
安
う
0
 

(British Public 

F
i
n
a
n
c

.c
t
)
w

(

1
9
5a-
.
p
.

 2, 

p_15, 

p. 23
、
p. 30, 

p. 56
)
，

財
政
の
中
央
集
中
化
の
齓
い
.傾
向
は
、
經
費
の
糖
造
ヒ
も
現
わ
れ
て
、
新
し
い
社
會
事
業
訃
畫
は
、
住

宅(
H
o
u
s
i
n
g
)

を
除
い
て
、
す
べ
て
國
家
的
計 

鸯
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、：
中
央
集
中
化
の
傾
向
は
祖
說
構
造
に
一
層
强
く
現
わ
れ
て
い
る
..

(
P
.
17) 。

厚
生
國
家
の
財
政
的
特
徵
は
、
社
會
費
の
增
大 

と
と
も
に
、
國
税
に
集
中
さ
れ
且
っ
累
進
的
な
.租
稅
構
造
に
：現
わ
れ
て
い
る
。
.祖
稅
の
量
的
%
大
よ
り
も
、
•課
稅(positive

お
よ
.びn

e
g
a
t
i
v
e

な
課 

税
=
補
助
金)

に
よ
る
所
得(

お
よ
び
財
產)

め
再
分
配
効
果
か
ら
見
て
租
稅
權
瘴(

そ
れ
を
構
成
す
る
特
定
の
租
税
}
の
變
化
を
重
要
と
す
る(P.24—

 

8, 

p.69, 

1>.1
0
6

)

。
社
會
費
の
^
大
は
個
；<
:的
欲
求
を
充
足
し
て
い
る
が
.C

そ
れ
が
貨
幣
給
付
の
場
合
.に
殊
に
明
白
で
あ
る)

、
課
税
に
於
ズ
も
社
會
政
策 

の
見
地
か
ら
す
れ
ば
.、
個
人
の
負
擔
と
な
る
租
税(personal taxes)

が(

特
に
所
得
抨
分
配
の
主
翦
手
段
と
し
て
個
人
所
得
稅
が)

中
心
課
題
と
か
る
。
 

(

P
{00
2, P.103)

.

•■
■•:.
;
.
.
;■
丨
：、
 

'

.

.英
國
が
厚
坐
國
家
と
し
て
の
經
驗
は
喻
ほ
日
が
淺
い
が(P.23)

、

そ
の
財
政
構
造g

は
意
大
な
變
化
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
構
造
變
化
と
そ
の
効

'衆
を
槪
觀
す
る
た
め
に(

軍
靡
费
.を
取
扱
っ
.て
い
な
い
缺
點
は
あ
る
と
し
て
も)

1
1̂*
^
,
^
^
0-
.
3}1
_
?
&
1

^F
i
n
a
n
c
e
s

は
よ
い
-#
'
物
で
あ
る
。
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, 
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,

:

.

.

.

.

.

.

.
■
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： 

：
■
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: 

' 

:
.
. 

.

:

ヒ
ッ
ク
ス
の
.

「

原
坐
國
家
に
於
け
る
租
稅
政
策
：

J

に

っ

い

て

.
■

•

.
 

.. 

.
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